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令和２年11月定例会 県土整備委員会（事前）

令和２年11月25日（水）

〔委員会の概要 企業局関係〕

岩佐委員長

ただいまから，県土整備委員会を開会いたします。（10時33分）

直ちに，議事に入ります。

これより，当委員会の閉会中継続調査事件を議題といたします。

この際，委員各位に御報告いたします。

昨日，11月24日開会の議会運営委員会において，今定例会提出予定議案のうち，議案第

１号，令和２年度徳島県一般会計補正予算（第６号）については，本日の委員会で十分審

議の上，11月30日の本会議においては，委員会付託を省略して議決することが決定いたし

ておりますので，よろしくお願いいたします。

それでは，企業局関係の調査を行います。

この際，企業局関係の11月定例会提出予定議案について，理事者側から説明を願うとと

もに，報告事項があればこれを受けることにいたします。

【提出予定議案】（説明資料）

○ 議案第16号 徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の一部改正について

【報告事項】

なし

市原企業局長

11月定例県議会に提出を予定しております企業局関係の案件につきまして御説明させて

いただきます。

お手元の県土整備委員会説明資料（その２），１ページを御覧ください。

１，徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の一部改正についてでございます。

改正の理由及び概要でございますが，地方税法等の一部が改正されたことに鑑み，工業

用水の料金に係る延滞金の割合の特例について所要の整備を行うこととしております。

施行期日は，令和３年１月１日からの施行としております。

以上で，11月定例県議会に提出を予定しております企業局関係の案件の説明を終わらせ

ていただきます。

なお，報告事項はございません。

御審議のほど，よろしくお願いいたします。

岩佐委員長

以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが，事前委員会の質疑につきましては，提出予定議案に関連す

る質疑及び緊急を要する案件とする申合せがなされておりますので，御協力をよろしくお
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願いいたします。

それでは，質疑をどうぞ。

（「なし」と言う者あり）

それでは，これをもって質疑を終わります。

以上で，企業局関係の調査を終わります。

議事の都合により，休憩いたします。（10時36分）
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